
奈良国立文化

財研究所所蔵
『十六羅漢記』所収「仏乃寸法」について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美術工芸研究室

　本研究所に所蔵の『十六羅漢記』に，表題の「十六羅漢記」のほかに，「丈六金色阿弥陀仏

像支度注文案」（久寿２年）および「丈六像座餅支度注文案」（久寿２年）が所収され，これら

についてはすでに『平安遺文』（竹内理三編，第10巻，補81 ・80）に紹介されている。『十六羅漢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註1記』は，さらに続けて「仏乃寸法」なる記録を所収しているが，これは前二者の注文案と直接

関係するものではないけれども，仏像制作上の規準（規矩）の知れる稀有な記録と考えられる

ので，ここに全文を紹介し，若干の検討を加えておきたい。

　「仏乃寸法」の検討　この「仏乃寸法」は，『十六羅漢記』（本文椿紙，粘葉紘竪16.1cmx

横15.6cni)の最終1 T ( 4頁）に記されるもので，内容を分類すると，計28項目にわたって仏像

の部位についておのおの規準を述べている。奥践にはに已上大宮説也」とあるほかは年記がな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註2

い。しかし，この書写年代は前掲の両「丈六支度注文案」とほぼ同じ平安時代末頃とみて間違

いないものと考えられる。

　　「仏乃寸法」の内容は，先述のように計28項目の仏像部位について，それぞれに「面」（面長）

を規準にした長さを示しているが，ここでまず規準が面長であるのが注目される。そこで各項

目について検討を加えると以下のようになる。

　①「耳ノ内」一面幅（面張）。つまり，両耳を除く顔面の最大張を指すものであろう。ただ

し，註記の「オトガヒ（順）ノシタ（下）ョリトル」は，面幅の註記としては不可解であるか

ら，この場合，初項目であることを考えると，「面一」の規準内容に関して指示しているもの
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であろう。こ の

「面一」とは，常

識的に考えても面

長（髪際～願）を 1

とした基準と解さ

れるが，以下の諸

項目においても規

準値として矛盾し

なし、。ただ，この

場合，倉IJ建期東大

寺大仏の法量に見
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第1図「仏乃寸法」

える「面長」が頭長（肉警下～顕）を指していた（「年報」1971参照）のとは異っているのが注意さ

れよう。②「左右ノ耳ノハリ」＝耳張。文字通り解すれば，左右の耳の最大張と 考 えられ る

が，これが面 1 半ではやや過大なきらいがある。③「耳ノ長」＝いわゆる耳の長さ。④「左右

ノ耳ヨリ項（うなじ）ノ広」＝未詳。 これが耳の位置から襟首ま での奥行きを示すものとすれ

ば，面 1 半はかなり過大であり，果して妥当な解釈か疑わしし、。⑤「ヒチ（肘）ノウへ（上）」

＝上醇の長さ。右肩から肘先まで，つまり上牌の長さに当るものか。この場合でもやや過大C

⑥「ヒチ（肘）ヨリシモ（下）」＝前醇の長 さ。前例と対応して前縛の長さが考えられるが，

やはり過大。⑦「ウテクヒ（腕首）ノフトサ（太さ）」＝腕首の周長。 「フトサ」を径と解する

と，面 1 では太きに過ぎるから，この場合は周長を指しているものであろう。とすれば，普通

腕首の周は．握りしめた他方の手の親指と中指とを張 った長さ（ー探手）にほぼ等しし、から，後

述 「掌ノ長」と矛盾せず，ここで，面長＝腕首の周＝掌長二 1 探手とし、う相関関係が知られよ

（白） 1s1 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (I) う。⑧「額ノ上際ヨリ腰ノオヒ（帯）マテ
ク 客員 ウ ヒ ヒ 左 耳名耳免 」＝髪際下より正面の帯まで、

0 この場合腰ヒ ノ ア チ チ 右 ノ ノ 寸
法ノ 上 ク ヨ ノ ノ 長 ノ 内

の帯とは正中線上の帯に当り，脇から背面サ 際 ヒ ウ 耳 ハ 耳 ハ
ヨ ノ シ .，..＿、 ヨ 面 ノ 面

にかけては，後述のように上吊り に なる相 リ フ モ ノ、 リ
ノ、 腰 卜 ノ、 面 項 オ

（⑬参照）0 ⑨「クヒノサム相（三相）」＝面 ノ サ 面 二 ノ 卜

一 オ 一

半但安 面
三道相の高さO ⑩「耳ノヒノヒロサ」＝未

ノ、
ツ ヒ 面 一

ノオ ーマ 一 ス面 半 シ
詳。⑪「腰ノ オ ヒ（帯）ヨリウへ（上）腹コリ ア シノ、 マ半 ヨ
ノ横ノシハ（敏）マテ」＝ 腰帯中央から腹ト 面 ス

四 J、、

の横簸まで、。ここで注意されるのは，体躯シ ノレ

における計測部位が，先述の 腰帯中央（正

中線の腰帯）が 1 つの 基準となって いるこ

-3-
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『十六羅漢記』所収仏乃寸法について

＼ 原　　　　　　　　　文 解釈 規矩 例1 例2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

□

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

耳ノ内

左右ノ耳ノハリ

耳ノ長

左右ノ耳ョリ項ノ楽

ヒチノウヘ

ヒチョリシモ

ウテクヒノフトサ

額ノ土際ョリ腰ノオヒマテ
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勝ョリシモ足ノウラマテ

裳ぐハドドノヒロサ

不動尊ノアシノモ∧スソョリ…

不動尊ノ石拳ハナカスミョリ…

不動尊ノ帯ハ背アカリニス

イカモヽノ腰ユリタル…

足ノ長

ヒラノ長

ヒラョリキヒスノウシロマテ

昧ノアツサ

ー尺ノ仏･x‘‘･
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第１表　「仏乃寸法」一覧　（ａ＝面）

とである。たとえば，この腰帯から上は，

ここでみた腹の横皺,次項の乳下が決定し，

また腰帯から下は坐像の膝前中央位置に当

るなど，腰帯が基準となっていることであ

る。また，後述の⑩でみるように，膝から

足下までは㈲３であり，さらにその膝まで

は，腰帯側面（この位置は後述のように⑩に

ょって決まる）から同じく面３を数えるこ

とができる。⑩「ソノウヘ（上）乳ノシモ

　（下）マテ」一腹の横皺から上，乳のドま

で。⑩「左右脇ノム」一腰張。⑩「膝ョリ

シモ（下）足ノウラ（裏）マテ」＝膝以下，

足の地つきまで。⑩「裳（八）下ノヒｇサ」

－未詳。かりに裳裾の張りをいう場ぱ，面

３では広すぎ，面２では狭すぎる。⑩「不

動尊ノアシ（足）ノモ（裳）ノスソ（裾）ョ

リ…」一文末虫蝕のため判読不能。なお，

この項目より以下に「不動尊云々」と断っ

ている場合があるのは注目される。⑤「不

動尊ノ右拳ハナカスミ（中墨）ョリ」一右

拳の中墨（正中線）からの位置。「中墨」

が正中線を意味することは⑩の用例によっ

ても明らかとなろう。⑩「不動尊ノ帯八背

アカ（上）リュス」一腰帯は脇から背面にかけて吊りぎみに締めることをいうものであろう。

⑩「イカ（怒）モモ（股）ノ腰ュリ（揺）タルハ，面ノ半ョリ右足ノウチ（内）ノツフヽシ（課）

ヲナカスミ（中墨）ニア（当）ツ」一動勢像の右足は正中線に合わせる。不動尊のような動勢

像の場合，顔の正中線の延長上に右足の課を当てて立脚とし，他の足を遊脚にすることを指示

しているものであろう。匈「足ノ長」一足脛か。この場合，膝から媒までではなく，裳裾先か

ら課までの露われている脚の長さをいうものか。⑩「ヒラノ長」一足裏の長さ。⑩「ヒラョリ

キヒス（腫）ノウシロマテ」一足の開き。この場合，一方の足の部面を示すものでなく，⑩と

関連して右足（立脚）と左足（遊脚）の開きをいったものであろうか。⑩「舷ノアツ（厚）サ」

＝いわゆる肱部の厚さ。⑩「一尺ノ仏八面一子可増一分血」－１尺像の分増し。１尺像の場

合，面１寸に対して１分を加増すべきことを指示したものであろう。なお，ここでいう１尺像

とは髪際下１尺をいうものである。⑩「鼻長」一鼻梁の長さ。⑩「鼻ノ広」一小鼻の張り。こ

- ４－
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第2図 仏像規矩推定復原図（「仏乃寸法による」）

の場合， 面%よりも弘をよしとしているのが注意される。⑧ 「掌ノ長」＝掌 の長さO この 場

合， ⑦においても述べたように， 掌長＝腕首の 周＝ 面長＝1探手の関係が明らかであるから，

空長は指先を含む長さとみられる。 ⑧
「

鼻サキ（先）ト腹トハ同程ニ出タリ」 ＝ 側面 からみ

て， 鼻先と腹の 出が同程度で、あることを指示したものである。

作図上の検討 以上28項目にわたる 「仏乃寸法」を実際の作例に対応させて作図したのが第

2閃である。 この場合， 文中に 「不動尊云々Jと断っている項目があるため， かりに河内滝谷

不動明王寺の不動明王立像（寛治8年）をてがかりにして 検討した。 また， 第1表は， 「仏乃

寸法」 の 各項を要約したものであるが， これによっても明らかなように， ②， ④， ⑩， ⑮， ⑮

24など， 今後の検討にまたねばならないものがあるほかは， ほとんど作図的に矛盾なく図示で

きる（第1表， 例1）。 その結果， 注意、されてよいのは次のことであろう。

1）， 仏像の寸法の単位・基準として「面長」が用いられていること。 これは， 従来からも文

5 -



　　　　　　　　　　　　　　『十六羅漢記所』収仏乃「寸法」について

献上に頻出する「一探」ないし「一操手半」の用語を確認できる点で注意されよう。上述のよ

うに，１探一面長一掌長一腕在周の関係が明らかであるが，これが人体に即した普遍性のある

部位が基準として用いられているもので，いわば仏像の規矩の基本として重視されてよいもの

である。

　2），仏像の高さは髪際下が基準となること。すなわち，上述の⑧によって髪際下から腰帯

（Ｂ）までが面４であることにより上半身の大きさが決定するが，立像ではさらに，腰帯ど

　（側面）から膝までが面３となり，また膝以下，足までが面３であるから（⑩）に都合，髪際下

は面10となって仏像の高さが決定する。また，これが坐像の場合では，古代仏像の比例の原則

　（ａ，膝張を直径とする円を像の正中線で地つきに接して描いた場合，上周が像の白毫位置に当ること。

ｂ，その円の中心を通り，結珈した膝に接する線と，別に三道下に引いた水平線とは，像の肩で交わるこ

と。『年報』1971参照）を摘用すれば，第１図の破線で示したような両膝部が構成されるから，

その結果,坐像の髪際高が立像のそれの植となることが確められる。このこと乱古くからいわ

れている坐像は立像の凭という関係（たとえば，丈六の坐像は，１丈６尺の立像の址　つまり８尺で

ある。）を確めることができる点で注目されよう。

　以上，「仏乃寸法」を検討して１，２の知見を得たが，これが造像上の規準としてどの程度

の普遍性をもつものかは，もとより今後多くの作例によって実証的な検討を加えなければなら

ない。たとえば，写真測量による平等院鳳凰堂本尊では，実測箇所がなお十分でないながら

も，およそ10箇所余りでこれを確認できる（第１表，例２）。いずれにしても，今後の実測例の

整備によって，より精緻な検討結果が期待できるが，その点では，この「仏乃寸法」記録は，

仏像の基礎的研究や様式史的研究に不可欠な記録として注意されてよしヽものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長谷川　　誠）

　註１　なお，この「丈六像支度注文案」にもとずく論文には，毛利久「引懸について」（『史述と美術』43―9,

　　　　昭和48･11）および清水善三「平安末期における造仏の一例＜「久安2年丈六阿弥陀仏像注文案」の場合＞」

　　　　　（『仏教芸術』98，昭和49･9）がある。

　註２　奥践の「已上大宮説也」を，後世にいう七條大宮仏所（院派仏所）の祖，院助の系統での所説と解す

　　　　れば，すでに平安末期に「大宮説也」と表現できるほどの特定な仏所の存在が推定できよう。　し

　　　　かし，文献上では当時大宮仏所と称する特定な名称は確かめられず，わずかに『山槐記』（治承3年

　　　　12月16日の條）に「仏師法橋院慶去四月於錦小路大宮入滅」とあって，院助心孫，院慶が錦小路大宮

　　　　に住んでいたことが知られるにすぎない。いずれにしても，これが平安末期の大宮仏所の存在を

　　　　推定できる記述とすれば，この奥践にも十分に留意しなければならないだろう。

-
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